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新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ 

 

 当社は、平成 25 年２月 15 日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、

下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所への上場承認（市場

区分未定）をいただいております。詳細につきましては、本日付で公表いたしました「東京証券取引

所上場承認に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 
【本資金調達の背景と目的】 
当社グループは、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売を事業領域とし、「ユー

ザーと機器をつなぐもの、“ヒューマン・インターフェース”をさらに快適に使いやすく」をテーマ

に、パソコン関連製品はもちろんのこと、急速に市場が拡大するスマートフォンやタブレット端末等のデジタ

ル機器関連製品においても、より便利で快適な利用環境を提供できる製品を開発し、提供してまいりました。 
今後、当社グループは日々進化するユーザーの多様なニーズに対応した製品を開発し続けるとともに、スマー

トフォンやタブレット端末の急速な普及に鑑み、これらの機器をより快適にご利用いただくための製品だけでな

く、アプリケーションやクラウドサービスの提供等、製品とサービスの提供を複合的に組合せること等により新

しいニーズを開拓し、事業の拡大を図ってまいります。 
当社は、今後の事業拡大に対応するための物流センターの出荷能力増強及び今後の経営環境の変化に対応した

情報システムの継続的な改善が必要であると認識しており、当社グループの将来的な成長戦略の中で、最適な物

流規模及びより効率的な情報システムの構築を目指しております。 
以上を踏まえ、この度の公募増資による調達資金は、以下に掲げる設備投資等に充当する予定であります。 
 

① 物流センターの新設に伴う設備投資 

事業領域及び事業規模の拡大に対応した出荷能力の増強、物流付帯業務の機能集約並びに災害等発生時の他の

物流センターとの機能相互補完を目的に、平成26年２月までに神奈川県相模原市に物流センターを新設する計

画であります。この物流センターの開設及び既存物流設備の修繕による設備投資の総額は1,291百万円を見込み、

これに伴う既存物流センターからの一部移転費用として57百万円を見込んでおります。 

②製品開発投資 

当社は、毎年多数の製品を開発しており、今後もユーザーの多様なニーズに対応した新製品開発に継続して取

組んでまいります。これらに伴う金型取得等の製品開発投資は、平成27年３月までの今後２事業年度に総額740

百万円を見込んでおります。 

③ 社内システム投資 

当社は、より効率的な事業運営を目的として、継続して社内システムの改善を図ってまいります。そのための

システム投資として、平成27年３月までの今後２事業年度に総額660百万円を見込んでおります。 

なお、発行価格等決定に伴う調達資金の変動により手取金に残額が生じた場合は、短期借入金の返済に充当い

たします。 
本公募増資により、株式の希薄化が生じますが、前述のとおり事業拡大のための設備投資資金等に充当するこ

とで、一層の企業価値の向上に努める所存であります。また、同時に当社株主を売出人とする株式売出しを実施

し、株式の流動性の向上を図ってまいります。 
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記 

１．公募による新株式発行（一般募集） 

（１） 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 1,500,000 株 

（２） 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条

に規定される方式により、平成 25 年２月 25 日（月）から平成 25 年

２月 28 日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」

という。）に決定する。 

（３） 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出され

る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、増加する資

本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額とする。 

（４） 募 集 方 法  一般募集とし、大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社、野村證券株式会社、いちよし証券株式会社、香川証券株式会

社、みずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「引受人」

と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。 

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会

の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方

式により、発行価格等決定日の株式会社大阪証券取引所における当

社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近

日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮

条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する。 

（５） 引 受 人 の 対 価  引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における

発行価格（募集価格）と引受人により当社に払込まれる金額である

払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。 

（６） 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の

日まで。 

（７） 払 込 期 日  平成 25 年３月７日（木） 

（８） 申 込 株 数 単 位  100 株 

（９） 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本公募による新株式発行に必要な一切

の事項の決定については、当社取締役社長に一任する。 

（10） 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し） 

（１） 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式    1,200,000 株 

（２） 売 出 人 及 び 

売 出 株 式 数 

 葉田 順治           600,000 株 

株式会社ジャスティン 420,000 株 

葉田 晋平           180,000 株 

（３） 売 出 価 格  未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第

25 条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社大阪証

券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、

その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円

未満端数切捨て）を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定す

る。なお、売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）と同

一の金額とする。） 

（４） 売 出 方 法  売出しとし、引受人に全株式を買取引受けさせる。 

売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人により売出人

に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。 

なお、引受価額は一般募集における払込金額と同一の金額とする。

（５） 申 込 期 間  一般募集における申込期間と同一とする。 
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（６） 受 渡 期 日  平成 25 年３月８日（金） 

（７） 申 込 株 数 単 位  100 株 

（８） 売出価格、その他本株式の売出しに必要な一切の事項の決定については、当社取締役社長に

一任する。 

（９） 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（10） 一般募集が中止となる場合は、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）も中

止する。 

 

３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

（１） 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 400,000 株 

なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等によ

り減少し、又は本株式の売出しそのものが全く行われない場合があ

る。最終の売出株式数は、一般募集及び引受人の買取引受けによる

売出しの需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定する。

（２） 売 出 人  大和証券株式会社 

（３） 売 出 価 格  未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買

取引受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。） 

（４） 売 出 方 法  大和証券株式会社が、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出

しの需要状況等を勘案し、400,000 株を上限として当社株主より借

受ける当社普通株式について売出しを行う。 

（５） 申 込 期 間  引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間と同一とする。

（６） 受 渡 期 日  平成 25 年３月８日（金） 

（７） 申 込 株 数 単 位  100 株 

（８） 売出価格、その他本株式の売出しに必要な一切の事項の決定については、当社取締役社長に

一任する。 

（９） 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（10） 一般募集が中止となる場合は、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

も中止する。 

 

４．第三者割当による新株式発行（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

（１） 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 400,000 株 

（２） 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における

払込金額と同一の金額とする。 

（３） 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出され

る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、増加する資

本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額とする。 

（４） 割 当 先  大和証券株式会社 

（５） 申 込 期 日  平成 25 年３月 25 日（月） 

（６） 払 込 期 日  平成 25 年３月 26 日（火） 

（７） 申 込 株 数 単 位  100 株 

（８） 上記（５）記載の申込期日までに申込みのない株式については、発行を取り止める。 

（９） 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本第三者割当による新株式発行に必要

な一切の事項の決定については、当社取締役社長に一任する。 

（10） 前記各号については、本第三者割当による新株式発行の発行価額（払込金額）の総額が１億円

以上となる場合、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（11） 一般募集が中止となる場合は、本第三者割当による新株式発行も中止する。 

以上 
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＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

前記「３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーア

ロットメントによる売出しは、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募

集及び前記「２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人の買

取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、400,000 株を上限として大和証券株式会

社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下「貸借株式」という。）の売出しであります。オ

ーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により

減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成25年２月15日（金）開催の取締役会にお

いて、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式400,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当

増資」という。）を平成25年３月26日（火）を払込期日として行うことを決議しております。 

 大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売

出しの申込期間（以下「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、

当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。 

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成25年３月21日（木）までの間（以下「シン

ジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、

株式会社大阪証券取引所又は株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケ

ートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸

借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断

で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至

らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及び

シンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当

増資に係る割当てに応じる予定であります。 

したがって、本件第三者割当増資における発行株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、

失権により本件第三者割当増資における最終的な発行株式数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く

行われない場合があります。 

 

２．今回の公募増資及び第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

（１） 現在の発行済株式総数 20,498,699 株 （平成 25 年２月 15 日現在） 

（２） 公募増資による増加株式数 1,500,000 株

（３） 公募増資後の発行済株式総数 21,998,699 株

（４） 第三者割当増資による増加株式数 400,000 株 （注） 

（５） 第三者割当増資後の発行済株式数 22,398,699 株 （注） 

（注）上記（４）及び（５）は前記＜ご参考＞１．に記載のとおり変更する可能性があります。 
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３．調達資金の使途 

（１） 今回調達資金の使途 

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,611,236,000円につきまして

は、出荷能力の増強と物流許容量の拡充等を目的として、2,553,552,000円を平成27年３月末ま

でに設備投資資金に、57,684,000円を平成26年６月末までに「［仮称］東日本第２物流センター」

の設置に伴う移転費用に、残額が生じた場合は平成25年３月に返済期限を迎える短期借入金の返

済資金の一部に充当する予定です。 

設備投資資金の具体的な使途としては、1,085,943,000円を平成25年２月から平成26年２月まで

の間に「［仮称］東日本第２物流センター」の事務所及び物流設備等の設置費用（差入保証金を

含む。）に、740,000,000円を平成25年４月から平成27年３月までの間に新製品開発のための金

型等投資資金に、522,351,000円を平成25年４月から平成27年３月までの間に本社情報システム

の投資資金に、205,258,000円を平成26年８月から平成26年９月までの間に「東日本物流センタ

ー」の物流設備の修繕費用に充当する予定であります。 

なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。 

また、上記手取概算額合計上限は、平成25年２月８日（金）現在の株式会社大阪証券取引所における普

通株式の終値を基準として算出した概算額であります。 

 

会社名 

事業所名 
所在地 

セグメント

の名称 
設備の内容

投資等予定額 
資金調達

方法 

着手及び完了 

予定年月 完了後の

増加能力総額 

（百万円）

既支払額

（百万円）
着手 完了 

当社 

((仮称)東日

本第２物流

センター) 

神奈川県 

相模原市 

全社 

事務所及び

物流設備等

1,085

(注)１
－ 増資資金

平成25年 

２月 

平成26年

２月 

出荷能力

の増強 

当社 

(東日本物流

センター) 

東京都 

江東区 
物流設備 205 － 増資資金

平成26年 

８月 

平成26年 

９月 
(注)２ 

当社 

(本社) 

大阪府 

大阪市 
金型等 740 － 増資資金

平成25年 

４月 

平成27年 

３月 
(注)２ 

当社 

(本社) 
大阪府 

大阪市 

社内システ

ム 
660 －

増資資金

及び自己

資金 

平成25年 

４月 

平成27年 

３月 

業務の効

率化 

 （注）１ 上記投資予定総額には、賃借契約に伴う差入保証金を含んでおります。 
２ 完成後の増加能力は、算定困難なため記載しておりません。 
３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
（２） 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

 

（３） 業績に与える影響 

今回の調達資金を３．（１）に記載の使途に充当することにより、主に出荷能力が増強され、

将来の売上規模の拡大につながるものと考えております。 

 

４．株主への利益配分等 

（１） 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、業績の向上に努めるとともに将来の事業展開のために必要な内部留保を確保

しつつ、株主の皆様に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 



 

ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として

作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂

正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
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（２） 配当決定にあたっての考え方 

事業年度の配当の回数は取締役会決議による中間配当、及び株主総会決議による期末配当の２

回を原則としております。また、剰余金の配当につきましては、安定配当の継続及び当社グルー

プの事業拡大のための内部留保の積極活用を踏まえ、当期純利益（連結）に対して20％以上の配

当性向を目標としており、株式分割及び増配等により、業績向上による一層の利益還元を推進し

てまいります。 

 

（３） 内部留保資金の使途 

内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、なお一層の業務効

率化を推進し、市場ニーズに応える体制を強化し、さらには、業容拡大を図るために有効投資し

て株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。 

 

（４）過去３決算期間の配当状況等 

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

１株当たり連結当期純利益 30.74円 138.88 円 165.61 円

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

（うち１株当たり中間配当金） 

15.00 円

（7.00 円）

20.00 円 

（10.00 円） 

30.00 円

（13.00 円）

実 績 連 結 配 当 性 向 48.8％ 14.4％ 18.1％

自己資本連結当期純利益率 8.3％ 29.4％ 27.4％

連 結 純 資 産 配 当 率 3.7％ 4.2％ 5.0％

（注）１. １株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しています。 

２. 実績連結配当性向は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結当期純利益で除した

数値です。 

３. 自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本（新株予約権及び少数株

主持分控除後の連結純資産合計で期首と期末の平均）で除した数値です。 

４. 連結純資産配当率は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結純資産（期首と期末

の平均）で除した数値です。 

５. 平成 24 年３月期の１株当たり年間配当金には、創業 25 周年に伴う記念配当 5.00 円

を含んでおります。 

 

５．その他 

（１） 配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

（２） 潜在株式による希薄化情報 

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権方式のストックオプシ

ョンを発行しており、内容は次のとおりであります。なお、今回の一般募集及び本件第三者割当

増資後の発行済株式数に対する下記の交付株式残数の比率は0.95%となる見込みであります。 

（注）下記交付株式残数が全て新株式で交付された場合の潜在株式の比率となります。 

ストックオプションの付与の状況（平成25年１月31日現在） 

決議日 交付株式残数 新株予約権の 

行使時の払込金額

資本組入額 行使期間 

平成 23 年６月 28 日 213,400 株 
１株につき 

1,352 円 

１株につき 

 903 円 

平成 25 年 10 月６日～

平成 27 年 10 月５日 

 

（３） 過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

①エクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 



 

ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として

作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂

正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
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②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期

始  値 604 円 595 円 965 円 1,820 円

高  値 630 円 1,150 円 1,880 円 2,280 円

安  値 408 円 581 円 863 円 1,006 円

終  値 596 円 965 円 1,785 円 1,381 円

株価収益率 19.39 倍 6.95 倍 10.78 倍 －倍

（注）１.平成 25 年３月期の株価については平成 25 年２月 14 日現在で表示しています。 

２.株価は平成 22 年３月 31 日までは株式会社ジャスダック証券取引所におけるもので

あり、平成 22 年４月１日からは株式会社大阪証券取引所 JASDAQ におけるものであ

り、平成 22 年 10 月 12 日より株式会社大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード）にお

けるものであります。 

３.株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり連結当期純利益

で除した数値です。また、平成 25 年３月期については未確定のため表示しておりま

せん。 

③過去５年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 

 

（４） ロックアップについて 

 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である葉田順治、株式会社ジャスティ

ン及び葉田晋平は、大和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受

けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）

中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる

証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによ

る売出し等を除く。）を行わない旨合意しております。 

また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による

同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領す

る権利を表章する証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割に係る新株式発行

並びにストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。 

 上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合

意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。 

 

以 上 


